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１ 監査の種類 

出資団体監査 

 

２ 監査の対象 

安城市土地開発公社 

 

３ 監査の期間 

令和６年８月１日から令和６年１０月３０日まで 

 

４ 監査の項目 

令和５年度の事業に係る出納その他の事務 

 

５ 監査の方法 

安城市監査基準に準拠し、目的事業が定款等の規定に従い適正に執行されてい

るか、また、令和５年度の決算の数値は正確であるか等を会計諸帳簿及び証拠書

類を照合確認するとともに、関係職員の説明を聴取して行った。 

 

７ 重要リスク及び監査の着眼点 

監査の実施に当たり、重要リスク及び監査の着眼点を設定した。 

リスク 着眼点 

出資目的に合っ

た事業運営が行

われないリスク 

ア 定款及び経理規程等諸規程は、整備されているか。 

イ 設立目的に沿った事業運営が行われているか。 

ウ 決算諸表等は、法令等に準拠して作成されているか。 

エ 経営成績及び財政状態は、良好か。 

オ 会計処理及び財産管理は、適正か。 

カ 経済性・効率性・透明性の観点から適切な契約事務が

行われているか。 

 

８ 監査の結果 

監査を実施した範囲において、おおむね適正に処理されていると認められた。 


